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【事務局】 

 ただいまから、第７回市町村合併推進要綱策定検討委員会を開催します。それでは、

これから議事に移らせていただきたいと思います。議事の進行は会長にお願いします。

よろしくお願いします。 

 

【藤目会長】 

 それでは、ただいまから委員会を開催させていただきます。やっと今日、皆様に、こ

のような形で報告書の案を提出できる段階になりまして、今日十分御審議いただいて、

最終の作成に向けて議事を進行していきたいと思います。 

 それでは、お手元の次第に従いまして、まず報告書の案についての説明を事務局から

お願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、検討委員会としての報告書の案について御説明いたします。資料につきま

しては、事前にお送りしておりますので、御覧いただいていると思いますが、前回の委

員会でお示しいたしました骨子（案）からの変更点を中心に資料１報告書骨子（案）及



び資料２報告書（案）を御覧いただきながら、御説明申し上げたいと思います。 

 まず、資料２報告書（案）を一枚めくっていただきますと、「報告書を作成するに当

たって」ということで、報告書作成の背景を述べております。まず下から６行目を御覧

いただきますとお分かりのとおり、報告書を要綱の素案という形で取りまとめることに

いたしました。続いて、その素案の内容でございますが、骨子につきましては１ページ、

報告書についても１ページから御覧いただきたいと思います。第１章は「市町村を取り

巻く状況」でございますが、まず「１ 市町村を取り巻く社会の変化」では、前回お示

しいたしました「（１）少子・高齢化の進展」、「（２）生活圏の拡大」、「（３）産

業構造の変化」、「（４）IT 革命の進展」、「（５）地方分権の進展」及び「（６）厳

しい財政状況」の６項目に繁信委員さんの御意見を踏まえまして、報告書では３ページ

に「（７）住民意識の変化」の項を加え、住民の価値観の多様化により、地域ニーズに

柔軟かつ的確に対応した地域づくりが必要とされ、また、行政参加意識の高まりによっ

て行政情報の公開、行政の透明化の要請も強まっており、市町村は質の高いサービスが

提供可能な簡素で効率的な行政体制の整備が必要とされていることを記述しました。 

 報告書は４ページに入ります。「２ 市町村の状況」では、「（１）市町村数の変遷」、

「（２）市町村の人口・面積」、「（３）市町村行政の状況」及び「（４）市町村財政

の状況」の４項目といたしました。前回は、「市町村の人口・面積」の部分を「市町村

の人口・面積」と「人口の推移」の２つに分割しておりましたが、内容的に重複する部

分がありましたので一つにまとめました。その他の部分では前回と変更はございませ

ん。 

 次に骨子では２ページ、報告書では１２ページですが、「第２章 広域行政の現状と

課題」では、報告書の１３ページに当たりますが、広域行政の課題の部分で若干の修正

を行っております。一部事務組合等と市町村合併を比較して、市町村合併は行財政基盤

の総合的強化、迅速・的確な意思決定が可能との記述を行っております。 

 １４ページからでございますが、「第３章 市町村合併の効果」では、第１章及び第

２章を受けて、従来の広域行政では現在の社会情勢に十分に対応できないおそれがある

こと、また、住民生活や市町村の行財政面で大きな効果が期待できる市町村合併による

対応が必要とした上で、「１ 市町村合併により期待される効果」では、「（１）住民

の生活面での効果」及び「（２）市町村の行財政面での効果」に表現を統一しました。

「（１）住民の生活面での効果」としましては、「①住民サービスの向上」、「②住民

サービスの高度化」、「③広域的観点に立った効率的・総合的なまちづくり」、「④重

点的な投資による基盤整備の推進」、「⑤まちづくりのきっかけ」及び「⑥イメージア

ップ」の６点に言及しております。「①住民サービスの向上」の部分で、藤目会長の御

意見もございましたので、人口規模などから対応が困難であった施設の設置やサービス

の提供に取り組むことが可能であるとの記述を加えさせていただきました。次に骨子で

は３ページ、報告書では１５ページでございますが、「（２）市町村の行財政面での効

果」では、「①行財政の効率化」、「②行財政規模拡大による大型事業の実施」、「③

行政の高度化・専門化」及び「④施設の効果的配置」の４点に言及しておりますことで、

前回からの変更はございません。 

 次に報告書では１６ページでございますが、「２ 市町村合併に当たって懸念される

事項と対応の方向性」は前回とは変わりございません。 



 骨子では４ページ、報告書では１８ページの「第４章 合併パターン」ですが、前回

御審議いただいた内容を盛り込んでおります。まず「１ 基本的考え方」として「（１）

ねらい」では、市町村や関係住民・団体が自主的な市町村合併に向けた具体的な議論・

検討を進める際の手掛かりとするとともに、県の考え方を明らかにするため市町村の合

併パターンを示すとして、合併パターン提示のねらいを明確にしております。「（２）

合併パターン作成の考え方」では、「①提示の方法」において、将来にわたって望まし

いと思われる単一の組合せを「基本パターン」として示し、「基本パターン」以外に、

十分な合併効果が期待できる市町村の組合せの例を「参考パターン」として示すとし、

前回その他の組合せと表現しましたものを「参考パターン」として表現してございます。

「②作成に当たって考慮する条件」でございますが、「基本パターン」については前回

と変わりございません。報告書１９ページにございます「参考パターン」の考え方につ

いては、前回、実現可能性により配慮したという表現が適切でないとの御指摘を受けま

したので、「基本パターンの条件のうち１、２を満たす組合せのうちで、地理的条件等

から合併に対する制約条件がある地域や既に地元の取組がみられる地域における基本

パターン以外の一定のまとまりがみられる組合せ」という表現に変更してございます。

「（３）市町村合併の類型」でございますが、前回御了解いただきました５類型のうち、

「県都機能拡大型」につきましては、前回決定のあったとおり「県都機能充実型」と名

称変更しました。次に前回の小西委員さんの意見を踏まえまして、「（４）合併パター

ンの提示に当たって配慮する事項」を項目として起こしました。各市町村が具体的な合

併の組合せを検討していく際には、以下の事項に留意しつつ検討を進めることが望まれ

るとして、①では、離島部など合併の制約条件が大きい地域については、将来の交通条

件の改善や情報通信手段の発達、ネットワークの整備等による制約条件の解消の見込み

を勘案しつつ、将来の市町村のあり方について十分な検討を行っていく必要があるとし

ております。②では、生活圏が行政界で不自然に分断されている状況は、各市町村にお

いて地域住民の意向を踏まえた上で、このような地域の取扱いについて十分な検討が行

われることが望まれるとしております。③では、望ましい姿としての合併パターンを重

視しつつも、住民の意向を踏まえた他の組合せによる合併についても十分な検討を行

い、最終的な判断を下すことが望まれるとしております。 

 報告書２１ページから２４ページの、「２ 合併パターン」及び「３ パターンごと

の合併効果等」は、若干の表現の修正は行っておりますが、基本的には前回と同じです

ので、説明は省略させていただきます。 

 骨子では６ページ、報告書では２５ページですが、「第５章 自主的な市町村合併の

推進に向けて」です。「１ 市町村、住民、各種団体等に求められる取組」の「（１）

地域の主体的な取組」、「（２）理念の明確化」、「（３）情報の公開」及び「（４）

パートナーシップ」の４項目につきましては、前回からの変更点はございません。「（５）

新たな地域システムの構築」につきましては、前回佐々木委員さんの御意見がございま

したので、行政と住民、各種団体が市町村合併をきっかけとして、地域における新たな

自治システムの構築に向けた積極的な取組が必要としております。報告書の２６ページ

の囲みの中で、具体的な取組事項の例として、「①市町村建設計画づくりへの参画」及

び「②公共施設の地域づくり活動の拠点としての活用」という２点を挙げております。

特に②では、旧市町村単位での地域づくりに関する権限委譲にも言及しました。報告書



２７ページの「２ 国の支援策」については変更はございません。３０ページの「３ 県

の支援策」については、「（１）支援体制の整備」、「（２）市町村合併の気運の醸成」

及び「（３）市町村合併に向けた取組支援」では、前回の論議を踏まえ、関係市町村間

の検討、協議が円滑に進められるよう市町村の求めに応じて、合併における各段階に対

応した情報提供・技術的助言を加えました。「（４）合併後の市町村に対する支援」に

は変更はありません。 

 なお、参考資料として、パターンごとの合併効果の詳細な記述と国の通知等を掲載し

ております。 

 以上が報告書（案）です。 

 

【藤目会長】 

 ありがとうございました。前回の委員会の審議を経まして、私と副会長と事務局がで

すね、何度か会合を持ちまして、このような報告書案を提出させていただいたわけです。

ただいまの御説明に対して何か御質問はございませんか。井上委員さんいかがですか。

 

【井上委員】 

 御指名ありがとうございます。意見といいますか、報告書案を見せていただいて、苦

労してここまで来たなあと感慨に浸っております。是非、これは作ったことが目的では

ございませんから、私を含めてこれを議論のスタートにできるような、そんな資料にし

たいなと思っております。 

 

【岡田委員】 

 今までの協議を踏まえて、十分に文言として盛り込んでいただいたなと思っておりま

す。文章としても疑念を引き起こすおそれはないのではないかと半ば自画自賛しており

ます。ただ気懸かりとしてはですね、各市町村で聞かれる声でですね、アンケートでも

マスコミの報道に対してでも、「国が大赤字を作って、そのツケをなんで市町村に押し

付けるのか」というのがですね、「国の失政の責任を地方に押し付けられるのはたまら

ん」という意見がかなり目立っているように見受けられます。だけど国の予算はかなり

地方に分配しているのでありまして、地方が必要とするから国は財源がないのに赤字国

債を発行してまで地方に分配しているのが現状ですから、やはり国の赤字は地方と同じ

土俵に立って考えないといけない。合併の話を進めるときに、この疑念を解消すること

が、報告書にはありませんが、県の方でもって十分に説得していただく必要があるので

はないかと考えております。そういうわだかまりが解けないことには合併というのはな

かなか前に進まないのではないのかと思います。いわば入口のところですけどね。地方

自治体の具体的な議論はこれから始まるわけですから、大前提となる壁みたいなものを

取り除いていただく、そういう努力が必要だと思います。 

 

【佐々木委員】 

 報告書案の２３，２４ページですが、パターンごとの合併効果が一覧表になっており

まして、非常に分かりやすいのですが、もっと具体的な、詳細な分析が資料の方に載っ

ておりますよね。考え方の相違かもしれませんけど、むしろ本文の方に詳細な分析を載



せて、資料の方に集約して一括した方を載せる方がいいのではないかという考え方もあ

ると思うのですが。資料が本文なのか、本文が資料なのか、この辺りはどちらでもいい

とは思いますが、私は反対の方がいいのではないかと思うのですが。 

 

【藤目会長】 

 私も自分が論文を書くときにどういう構成にするかは悩むんですけどね。それを考え

ながら聴いておりましたけれども。 

 

【事務局】 

 やはり分かりやすいということですね。沢山あるとどうしても読んでくれませんの

で、集約した形でですね。あまり分厚くすると読めないんですね。住民の方も集約して

いる方が頭に入りやすいと思います。委員の皆様はよく勉強なさっておられますからス

ッと頭に入っていかれると思うんですけど。 

  

【佐々木委員】 

 お考えあってのことだとは思ったんですけどね。 

  

【藤目会長】 

 これは今は白黒ですけど、カラーになるんですか。 

 

【事務局】 

 はい、カラーになります。 

  

【吉崎委員】 

 我々としましてはパターンも大事なんですけど、５章以下の「自主的な市町村合併の

推進に向けて」も重要ですので、真ん中にこういう絵をドンと載せると５章が後ろに追

いやられてしまうので。 

 

【藤目会長】 

 他にございませんか。 

 

【吉久副会長】 

 よく整理していただいたなというのが実感でございます。  

 

【藤目会長】 

 丸山委員さん何かございませんか。 

 

【丸山委員】 

 全体を見て感じますのは、事務局に大変御苦労をおかけしたかと思います。全国それ

ぞれの都道府県、要綱が出来ている所もまもなく出来る所もありますが、内容的に色々

事務の皆さんに御苦労をおかけしまして、よく言われる県民の声ですね、愛媛の場合は



全国的に見てもかなり取り入れた内容になっているのではないかなと思います。 

  

【佐々木委員】 

 丸山委員さんの発言を受けてなんですが、一般の方々は作成されたものに対して、方

法論的なことは、詳細は、余り御存じないのではないかと思います。審議会が、机上の

議論で作ったものであるように考えておられる向きがあります。私の身近なところで

も、「委員さんたちの議論の中だけで決めたパターンではないんですか」と言われまし

て驚いたわけなんですが、議論のスタートには千数百名に及ぶ住民の意識調査がござい

ましたし、自治体の方々の意見聴取、更には経済団体等のヒアリングもございました。

そういった点をアピールしていただきたいと思うんですね。詳細に新聞記事等を読んで

おられる方は御理解があるかもしれないですが、大多数の方は、この審議会がそういっ

た大量のデータを基にスタートしているというところまでなかなか御理解しておられ

ないということが非常に残念に思いましたので。 

  

 【藤目会長】 

 私も丸山委員さんの意見を聞いておりまして、佐々木委員さんと同じように感じまし

た。それはこの報告書の中に入れるのは座り心地が悪いんですか。 

 

【事務局】 

 経緯とか調査の結果ですか。 

 

【藤目会長】 

 少なくともそういう調査をやって、それに基づいて色々検討したということをです

ね、あれだけの数・時間を掛けてやったわけですから、どこかに入れて… 

 

【事務局】 

 意見は参考資料がありますから、そこに加えるのか… 

  

【吉崎委員】 

 素案の前がいいのか、後がいいのかは分からないですけど、開催状況が余りにもあっ

さり書いてしまっているので、もう少し住民アンケートを何人にしたとか、市町村長の

意見はこういうものであったとか、経済団体等は１２月に何団体聴いたとかいうこと

を、最初がよいのか、参考資料として後ろに入れるのかということはありますが、それ

は入れてもいい… 

  

【事務局】 

 はい。色々経緯がありましたので… 

  

【吉崎委員】 

 開催状況の第１回から第７回だけで読み取ってくれというのはちょっとあっさりし

すぎだし。序章か何かに。 



 

【藤目会長】 

 ちょっとこれ検討していただけませんか。せっかくね、あれだけおやりになったわけ

だし。入れていただいて。他の県と比較して、まあ全部の県を知っているわけではあり

ませんが、色々報告書を見せていただいて、愛媛県はおそらく最もやっている県の一つ

だと思いますが。 

 

【事務局】 

 小西先生が全体を見ておられますから。小西先生が、「そこまでしとる県はないんや

ない」とおっしゃっておられてので自信はありますが。 

 

【藤目会長】 

 ではきちんとどこかに入れていただきましょう。 

  

【岡田委員】 

 これだけを見ておりますと押し付けのようにも見えますから、吉崎委員さんもおっし

ゃられたように参考資料に… 

  

【藤目会長】 

 分量を沢山入れるかどうかということもありますし。やはり本文の中に調査をやりま

したよとしっかり入れておくことは必要だと思います。章まで起こす必要はないかもし

れませんが、節か項くらいで入れて欲しいです。岡田委員さんがおっしゃられたように、

もしそれに関する記述が多くなるならそれは参考資料にして後ろに付け加えていただ

くと。 

 

【吉崎委員】 

 会長がおっしゃられたように、序章にある程度住民調査をやったとか、市町村長、各

種団体にヒアリングをやったと書いて、その参考資料としてその結果はこうこうでした

と後ろに入れる形で。 

 

【藤目会長】 

 そうですね。他に御意見ございませんか。もうこれで皆さんよろしゅうございますか。

 

【複数委員】 

 はい。 

  

【藤目会長】 

 では、今言ったところを付け加えていただいて最終の報告書としますが、これについ

ては会長と事務局に御一任いただきたいと思います。 

 

 



【複数委員】 

 はい。 

 

【藤目会長】 

 今日は最後ですので、ちょっと一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。 

 やっとここまで来たというのが正直なところです。会長が一筋縄ではいかない人間で

ございますので、皆様方には大変御心配や御迷惑をお掛けしたと思います。ただ、私は

委員長を引き受けるに当たりまして、信念として、こういう問題は非常に微妙な問題で

あるから、きちんと委員会で審議を尽くして、それを県民の前に提示する、そういうこ

とがどうしても担保されなければ駄目だと基本的に考えておりましたので、そういうふ

うなことでこの２年間やらしていただきました。その結果、事務局とも色々ございまし

たが、最終的にこういうふうな報告書が出来上がりまして、感無量でございます。この

報告書は、自分が会長を引き受けてこういうことを言うのも不謹慎なんですが、他の県

と比べても、多少は誇れるところがあるのではないかと思います。一つは先ほどから出

ておりますが、アンケートとヒアリングを徹底的にやったということ、これはおそらく

４７都道府県の中でも一番よくやっているのではないかと思います。それから、何が何

でも合併だという形の報告書を我々は作ろうとはしませんでした。合併の制約が大きい

地域に対する配慮も我々は行いましたし、それから単に合併をすることによってすべて

バラ色だというような形の報告書を作ることも避けて参りました。それよりも、合併を

契機にしてどういう地域をつくるのかということを考えるべきだということも盛り込

みましたし、その結果、新しい地域システムの構築、すなわち合併をいたしましても、

その地域の中にそれぞれが、コミュニティ単位になると思いますが、それぞれが独自の

自治権を持つというのが、本当の意味での２１世紀の地方の時代だと感じておりました

ので、そういうことも盛り込ませていただきました。そういう形で今日このような報告

書にまとまったわけです。 

 ２年間にわたりまして、委員の皆様方には大変な御協力を賜りましてありがとうござ

いました。 

 また事務局とは色々渡り合うこともございましたが、私の一念は良い報告書を作りた

いということでございまして、事務局はそれに対して、今、正直に申し上げますが、非

常に十分にこたえてくださったと思っております。厚く御礼申し上げます。御協力あり

がとうございました。 

 

【事務局】 

 どうもありがとうございました。今後の予定ですが、今日の委員会で御指摘のありま

した点を修正いたしまして、委員会としての検討結果を会長から知事に報告していただ

きますのでよろしくお願いします。それでは以上をもちまして閉会させていただきま

す。どうもありがとうございました。 

 

                                          ―以上― 


